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 知多市（以下「市」といいます。）が所管する朝倉駅前駐車場では、民間事業者

等が有する発想や経営のノウハウを活用することにより、効果的かつ効率的に管

理・運営するため、指定管理者を募集します。 

 

１ 施設の設置目的 

パークアンドライドによる公共交通機関の利用促進及び駅周辺の円滑な道路交

通の確保を図るため、市が条例に基づき設置した施設です。 

２ 施設の概要 

対象施設は現在建築中で、令和８年１２月に竣工予定です。 

(1) 所在地 

  知多市緑町２５番地の２１ 

(2) 形式 

  立体自走式 

(3) 供用開始 

  令和９年４月１日 

(4) 収容台数 

  ２８８台 

(5) 朝倉駅前駐車場実績の利用状況及び収支状況 

   平成２８年度からの実績は、別紙１「朝倉駅前駐車場実績」のとおりです。 

(6) 朝倉駅周辺整備事業 

朝倉駅前駐車場周辺で市が進める整備事業は、別紙２「朝倉駅周辺整備事

業」のとおりです。 

 

３ 指定管理期間 

令和９年４月１日から令和１２年３月３１日までの３年間 
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４ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務は次のとおりです。なお、具体的な業務内容及び履行方

法については、別添「業務仕様書」を参照してください。 

(1) 駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」といいます。)の維持管理に関す

る業務 

(2) 施設等の利用の許可に関する業務 

(3) 利用料金に関する業務 

(4) その他市長が必要と認める業務 

 

５ 申請資格の要件等 

(1) 申請資格 

   法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであって次の要

件を満たす団体であることが必要です。 

ア １箇所で１００台以上の規模で、利用者から時間駐車料金を徴収する地下

又は立体自走式駐車場について 1 年以上の管理実績を有すること。 

イ 県内に本拠地のある団体又は県内に事業所のある団体であること。 

 (2) 欠格事項 

以下の要件に該当することが発見された場合は、失格とします。また、申請

書類に虚偽の記載があった場合、又は申請に際し不正な行為を行った場合は、

失格とします。資格要件確認時に申請資格の要件を満たしていた場合でも、候

補者選定までの間に満たさなくなったことが判明した場合、失格とします。 

失格となった申請者には、個別に通知をさせていただきます。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項に該

当する団体 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定に 
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よる指定の取消しを受けたことがある者 

オ 地方自治法第９２条の２、第１４２条又は第１８０条の５第６項の規定に 

抵触することとなる者 

カ 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者

又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

キ 国税及び地方税を滞納している者 

ク 銀行取引停止を受けている者 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員または同法同条第２号に規定する暴力

団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景に暴力的不法行為等を行う者 

(3) グループによる申請 

ア グループにより申請する場合は、グループ名及び代表団体を明記してくだ

さい。なお、他の団体は当該グループの構成員とします。 

イ グループの構成員は、他のグループの構成員になること又は単独で申請す

ることはできません。 

ウ グループの代表団体及び構成員全てについて、(1)及び(2)の要件を満たす

団体である必要があります。ただし、(1)アについては、代表団体が要件を満

たす場合は可とします。 

エ 申請後の代表団体及びグループの構成員の変更は原則として認めません。 

 

６ 経費に関する事項 

(1) 利用料金制 

指定管理者は施設における利用料金をもって駐車場を運営します。指定管理

者は、知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例別表第２に定める範囲で

利用料金を設定し、自らの収入とすることができます。ただし、利用料金の設

定には、市の承認が必要です。 

決定した利用料金は、特段の事情がない限り変更しないこととしますが、消 
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費税率が変更になった場合等、やむを得ない場合に限り別途協議することとし

ます。 

(2) 施設運営納付金 

市に対して支払う施設運営納付金は、毎年３００万円（消費税１０％を含

む。）を下限とし、事業計画書及び収支予算書において提示された額を基に決

定します。 

納付額の算定にあたっては、過去の実績を参考とし、周辺の駐車場の設置状

況や利用料金等を十分把握して行ってください。 

施設運営納付金の具体的な取扱いについては別途協定書で定めますが、会計

年度を基準とし、原則として四半期の末日ごとに市に分納するものとします。 

決定した施設運営納付金は、特段の事情がない限り変更しないこととします

が、消費税率が変更になった場合等、やむを得ない場合に限り別途協議するこ

ととします。 

(3) 会計の独立 

経理事務を行うにあたり、自身の団体とは別の口座及び会計帳簿類を設けて

明確な経理体制を整えてください。 

なお、関係書類の開示請求や監査等を受ける場合もあります。 

 

７ 募集及び選定スケジュール 

内容 日程 

募集要項等の配布期間 ７月１日（水）～７月１５日（水） 

説明会参加申込締切 ７月２２日（水） 

説明会の開催 ７月２８日（火）午後２時～ 

募集要項等に関する質問受付期間 ７月２９日（水）～８月５日（水） 

質問に対する回答 ８月１２日（水）頃 

申請期間 ８月１２日（水）～９月１１日（金） 

資格審査 ９月中旬 

選定委員会ヒアリング審査 ９月２９日（火） 
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審査結果通知 １０月９日（金）頃 

議会議決 １２月下旬 

指定の通知 １２月下旬 

 

８ 募集要項等の配布 

(1) 配布期間 

７月１日（水）から７月１５日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前

９時００分から午後４時００分まで 

(2) 配付場所 

知多市役所２階 都市計画課 ※市ホームページにも掲載します。 

 

９ 説明会 

申請予定者を対象に次のとおり説明会を開催します。説明会への参加にあたっ

ては申請資格の要件をよく確認し、各団体２名以内としてください。 

なお、説明会に参加していない場合は指定管理者としての指定の申請をするこ

とができませんので、申請を予定する場合は、必ず説明会に参加してください。 

また、グループで申請する場合は、代表団体となる団体は説明会に参加してい

なければなりませんが、グループの構成団体となる団体の説明会の参加について

は、必須ではありません。 

(1) 開催日時 

   ７月２８日（火） 午後２時００分から 

 (2) 開催場所 

   知多市役所 ３階 大会議室北側フロア 

(3) 参加申込期間 

７月１日（水）から７月２２日（水）まで 

 (4) 申込方法 

指定管理者募集説明会参加申込書（様式７）に必要事項を記載し、電子メー 
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ル（開封確認付き）で都市計画課（toshikei@city.chita.lg.jp）に提出してく

ださい。 

10 質問の受付及び回答 

募集要項等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

なお、説明会に参加していない場合は、質問をすることはできません。 

(1) 質問の受付期間 

７月２９日（水）から８月５日（水）まで 

(2) 提出方法 

質問票（様式８）を電子メール（開封確認付き）で都市計画課（toshikei 

@city.chita.lg.jp）に提出してください。 

(3) 質問の回答 

８月１２日（水）頃に、すべての説明会参加者に対して回答を送付します。

また、次の内容については回答を行いません。 

ア 意見に過ぎないもの 

イ 誹謗中傷の類が含まれるもの 

 

11 申請書類の提出 

(1) 申請書類 

次の書類を正本１部、副本７部（コピー可）の計８部、ＣＤ等の電子記録媒

体に提出書類のデータ一式を入れたもの１部を提出してください。 

正本及び副本は各書類を綴った上で、インデックスをつけてください。添付

書類などで、Ａ３の用紙を使用する場合は、Ａ４サイズに折りたたんでくださ

い。 

電子記録媒体の提出にあたっては、データのフォーマット及びフォルダー分

けの指定はありませんが、ファイル名は、次のアからコまでの名称を付けてく

ださい。 

なお、グループで申請する場合、ウ及びキからコは、全団体分を提出してく 
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ださい。 

ア 指定管理者指定申請書（様式１） 

イ 指定申請に係る誓約書（様式２） 

ウ 団体等の概要（様式３） 

  ※グループで申請する場合は、様式３－１も合わせて提出してください。 

エ 施設又は類似施設の主な管理業務実績（様式４） 

オ 事業計画書（様式５） 

カ 施設の管理に係る収支予算書（様式６－１・６－２） 

※作成にあたっては、別紙３「収支予算書作成上の注意事項」を参照して

ください。 

キ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の写し（任意様式） 

※非法人の場合は、団体の規約 

ク 経営状況に関する書類（直近の会計年度のもの） 

※商業法人は、貸借対照表及び損益計算書 

※その他の団体は、収支計算書 

ケ 法人登記簿の謄本（登記事項証明書等） 

※非法人の場合は、これに類するもの 

コ 納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税等各種証明書） 

※国税及び地方税（未納がないことの証明） 

※納税義務がない場合はその旨を記載した申立書 

(2) 提出方法 

持参又は郵送（配達記録が残る方法による。）により、都市計画課へ提出し

てください。郵送の場合は、提出期限内必着とします。 

(3) 受付期間及び時間 

８月１２日（水）から９月１１日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午 

前９時００分から午後４時００分まで 
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12 申請に関する留意事項 

(1) 申請者は、募集要項等の記載内容を承諾した上で、申請書類を提出するもの

とします。 

(2) 申請書類の内容は、(8)の場合を除き、提出期限後に変更することはできませ

ん。 

(3) 受付後には申請の撤回はできません。 

(4) 申請の際に要する一切の費用は、申請者の負担とします。 

(5) 市が提示する募集要項等の著作権は、市及び作成者が保有し、申請者が提出

する申請書類の著作権は、全て申請者が保有します。また、グループによる申

請の場合、申請書類の著作権は代表団体が保有することとしてください。 

なお、市が必要と認めるとき、市は、申請者の提出する申請書類の全部又は

一部を使用できるものとします。 

(6) 提出された申請書類は理由の如何を問わず、返却しません。 

(7) 提案にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方

法等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。 

(8) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出及び提出書類の変更を求める場合

があります。追加書類等の取扱い等については、原則申請書類に準じます。 

 

13 候補者の選定 

(1) 資格審査 

指定申請書の提出後、市にて申請者が申請資格要件を満たしているかを審査

します。その際、申請書類の内容等について確認を行う場合があります。 

申請者が申請資格の要件を満たしていない場合は、(2)の選定委員会による審

査を行いません。 

(2) 選定委員会による審査 

市が設置する選定委員会において、申請書類を別紙４「指定管理者選定基 
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準」の評価項目ごとに書類審査及びヒアリング審査を実施します。 

市は、選定委員会の審査結果などから総合的に判断して指定管理候補者を選

定します。 

(3) ヒアリング審査 

９月２９日（火）にヒアリング審査を予定しています。なお、時間及び会場

等の詳細は、後日申請者に連絡します。 

申請者のプレゼンテーションを１５分以内、選定委員の質疑応答を１０分以

内の計２５分程度を予定しています。 

ヒアリング審査には、団体の代表者又は代理の方（代理の場合は委任状を提

出すること。）３名以内での出席をお願いします。 

申請書類以外の追加資料の持ち込みは認めません。 

パワーポイント等の使用は、その内容が申請書類に合致し、提案内容の理解

を助けるものである場合に限り認めます。なお、電源、スクリーンは市で用意

しますが、パソコン、プロジェクターは、各自で用意してください。 

電源、スクリーンを希望する場合は申請書類の提出と合わせて申し出てくだ

さい。 

 

14 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、申請者全員に書面にて通知し、市ホームページにて公表します。

公表する内容は、概要、選定結果（第１候補者名及び得点、次点候補者名）、選

定の理由、今後の予定です。 

 

15 指定管理者の指定 

選定委員会にて選定した候補者は、業務仕様書、提案された事業計画書及びヒ

アリング審査における質疑応答等をもとに、市と協定内容について事前協議を行

います。その後、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議決

を経て指定管理者として指定し、関連条例に基づいて告示します。 
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なお、選定した候補者が候補者の選定に際して欠格事項に該当することが判明

した場合や協議が整わない場合等の理由により、候補者とすることができなくな

った場合は、原則として次点候補者と協議を行い、候補者とするものとします。 

 

16 協定の締結 

市と指定管理者は、指定期間中の管理業務に関して基本的な事項を定める基本

協定及び各年度の実施事項や施設運営納付金額の支払い等を定める年度協定を締

結します。 

 

17 事業評価 

指定管理者から提出される事業報告書等をもとに管理運営内容を評価します。 

評価に際しては、管理業務及び経理の状況等に関して報告を求め、又は立入り

調査を実施する場合があります。その結果、必要な措置を講じるように通知や勧

告をする場合があります。それらに従わないときは、指定期間中でも、その指定

を取り消すことがあります。 

 

18 情報公開 

提出された申請書類及び審査結果等については、開示の請求があった場合、知

多市情報公開条例（平成１２年知多市条例第４１号）に基づき公開します。な

お、公開の基準は、「プロポーザル方式による事業者選定にかかる情報公開基

準」のとおりとします。 

 

19 問い合わせ先 

知多市都市整備部都市計画課  

住 所 〒４７８－８６０１ 愛知県知多市緑町１番地 

ＴＥＬ ０５６２（３６）２６６８（直通） 

メール toshikei@city.chita.lg.jp 
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別紙１  
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別紙２ 

朝倉駅周辺整備事業 

 

朝倉駅前駐車場周辺で市が進める整備事業については次のとおりです。 

１ 中街区 

  令和９年５月に市役所新庁舎が開庁予定で、１３７台分の来庁者用駐

車場を整備します。 

また、今後、ホテルルートインが８階建（総客室数２１７室）のビジ

ネスホテルを開業予定です。 

２ 北街区 

  令和９年５月に市役所が新庁舎に移転した後、現庁舎を取り壊し、そ

の跡地に「図書と交流をテーマとした施設」などの商業・交流・にぎわ

い拠点の整備を進め、令和１３年度の供用開始を目指します。 

３ 南街区 

  令和９年４月に立体の新朝倉駅前駐車場に移転した後、現朝倉駅前駐

車場は、市営駐車場としての利用を終了し、市職員駐車場として暫定利

用する予定です。 
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別紙３ 

収支予算書作成上の注意事項 

 

収支計算書の作成にあたっては、過年度の実績などを参考に、次の点に注意して

ください。 

 

１ 収入予算について 

 (1) 普通駐車、定期駐車 

  ア 知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例に規定する利用料金の収入

見込額（３年間の平均金額等）を積算してください。 

  イ 積算にあたっては、平成２８年度から令和７年度の実績を参考に、知多市

緑町２５番地の２１に移転すること及び利用料金の上限が引き上げられたこ

とを踏まえた上で収入予測を立ててください。 

 (2) 自主事業余剰金 

応募の段階で自主事業の実施を企画し、余剰金（利益）を見込んでいる場合

で、当該余剰金を施設等の管理・運営経費に充てる想定をしている場合には、

自主事業余剰金に計上してください。 

 

２ 支出予算について 

 (1) 人件費 

   仕様書に示す業務内容を踏まえ、必要となる人員配置計画を作成し、これに

基づく人件費を積算してください。 

※人件費は、給料・賃金・手当の他、社会保険事業者負担分等を含みます。 

 (2) その他の経費 

  ア 需用費、役務費、その他の経費については、業務仕様書に示す業務内容を

踏まえ、必要経費を積算してください。 

  イ 自主事業の実施を予定している場合でも、それに係る経費は支出予算には

計上しないでください。 
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  ウ 指定管理期間終了時には原状回復を原則とするため、精算機等の設備の撤

去費も積算しておいてください。 

  エ 積算にあたっては、管理する駐車場が新たに建築している立体駐車場であ

ることを踏まえた上で積算してください。 

 

３ 施設運営納付金について 

施設運営納付金は、計画の見込み違いにより経費が増加した場合や利用料金収

入が計画を下回った場合であっても、原則指定管理期間中は変更しないため注意

してください。 
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別紙４ 

指定管理者選定基準 

評価項目（審査の視点） 配点 

１ 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものである

こと。 
２５ 

(1) 管理運営の方針 ①施設の役割や特性を理解しており、施設管理

に係る基本方針は適切に定められているか。 
５ 

②施設利用者の平等利用の確保に対する考え方

は適切か。 
５ 

(2) サービス向上及

び利用促進 

①利用促進やサービス向上への取組みはされて

いるか。 
５ 

②公の施設であることを踏まえ、利用料金の設

定は適切か。 
５ 

③利用者からの苦情、意見等に対応し、改善に

結びつける方策がとられているか。 
５ 

２ 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

 
２０ 

(1) 点検、機器設置

等 

①定期点検、清掃、警備等の計画は適切か。 

 
５ 

②施設の管理上必要となる工作物機器等の設置

計画は適切か。 
５ 

(2) トラブル対応、

顧客管理 

①事故や緊急時、放置車両発生時等の対応は適

切か。 
５ 

②普通駐車及び定期駐車利用者の受付、管理、

満車時の対応は適切か。 
５ 

３ 施設の適切な管理及び運営に係る経費の縮減が図られるものであり、

施設運営納付金が下限額以上であること。 
２５ 

(1) 収支計画、施設

運営納付金 

①施設の管理運営等に係る経費の算定は適切に

行われているか。 
５ 

②施設運営納付金の額 

 
２０ 

４ 管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあること。 
１０ 

(1) 組織体制等 ①資産、規模、現場に係る組織体制及び人員配

置等は適切か。 
５ 

②個人情報の保護、市の施設としての情報公開

について考えているか。 
５ 

５ 施設の管理を行うにあたり、十分な実績があり、創意工夫がなされて

いること。 
２０ 

(1) 駐車場管理実績 ①対象施設と同様な駐車場施設における良好な

業務実績を有しているか。 
１５ 

(2) 創意工夫 ②申請者による提案事項 

 
５ 
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評価点の計算方法は、次のとおりです。 

ア 提案評価点の計算方法 

選定委員会は、指定申請書等に記載された内容について、次に示す４段階評価

により、その評価に応じた提案評価点を算出します。ただし、３(1)②の施設運営

納付金の額については、イの計算方法によります。 

算出にあたっては、評価項目(配点)ごとに、各選定委員が個別に評価を行い、

その平均点を当該申請者の提案評価点とします。提案評価点は、評価項目(配点)

ごとに小数点第二位以下を四捨五入した値とします。 

評価 判断基準 提案評価点の算出方法 

Ａ 大変優れている 各項目の配点×１.０ 

Ｂ 優れている 各項目の配点×０.７５ 

Ｃ やや優れている 各項目の配点×０.５ 

Ｄ 標準的である 各項目の配点×０.２５ 

イ 施設運営納付金額の評価点の計算方法 

提案された施設運営納付金の額から、次の式により算出します。施設運営納付

金額の評価点は、小数点第二位以下を四捨五入した値とします。 

ウ 総合評価点(得点) 

アとイから算出される得点を合計し、申請者ごとの総合評価点(得点)を算出し

ます。 

                  当該申請者の施設運営納付金額 

施設運営納付金額の評価点 ＝                  ×２０点 

                     最高施設運営納付金 


